
                        

 

 

●自転車盗 １２件 

●万引き   ３件 

●空き巣   １件 

●窃盗    ６件 

●車上ねらい １件 

 

６月１６日から 

７月１５日まで 

      

 ７月２日、東入間警察署管内で、市役所職員を装う者から「介護保険料の封筒を送りました

が、届いていませんか？」等の詐欺電話が確認されています。 

          県内では還付金詐欺被害が大幅に増加しています！ 

 犯人はこの後、銀行やコンビニ等のＡＴＭに誘導して、電話で指示しながらお金を振り込ま 

          せようとしたり、銀行員や税務署職員を装った者が訪問してカードを 

          だまし取ったりします。被害を防ぐためには電話機を留守番設定にして、 

          相手の声を確認できるまで電話に出ないなどの対策をしましょう。 

還付金詐欺にご注意を！ 

令和６年版 

「警察のあゆみ」の二次元コード

です。ご覧ください→ 

   ～ 水で遊ぶときの基本的なルール（水難防止） ～ 
１ 遊泳禁止場所や危険な場所では遊泳しない。 

２ 保護者は子供から目を離さない。 

３ 水辺では小さい子供だけでは遊ばせない。 

４ 増水時は入水しない。 

５ 飲酒して遊泳をしない。 

６ 体調不良時は遊泳、水遊びをしない。 

７ 遊泳、ボート遊び等で河川に入る場合、救命胴衣（ライフジャケット）を着用する。 

８ 水難者に気付いた方は、すぐに警察（110番）消防（119番）へ通報する。 

御用の方は 

メッセージをお願

いします。 


